
令和６年企業団公告第12号　

長野県上伊那広域水道用水企業団

企 業 長　　白 鳥 政 徳

１　業務の概要

（１）業務名 令和6年度　鋼管外面塗覆装調査業務委託

（２）箇所名 長野県上伊那郡箕輪町中箕輪沢　他　導水管路内の鋼管施設

（３）概　要　 非開削での塗覆装調査

（４）期　間　　　

（５）支払条件 ア　前金払　　有
イ　部分払　　無

２　一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する要件

(２)入札参加資格業種及び区分

(３)施工実績に関する要件

(４)配置予定技術者に関する要件

３　入札手続等

      期間、期日及び期限        場　　　所

上伊那郡箕輪町大字中箕輪2134-32

                   注)1のとおり 長野県上伊那広域水道用水企業団事務局

長野県上伊那広域水道用水企業団

設計図書等の入手方法 同　　上  ホームページアドレス
http://kamiina-suidou.jp/

上伊那郡箕輪町大字中箕輪2134-32
長野県上伊那広域水道用水企業団事務局

　　　　 　　   午後５時まで FAX番号 0265-79-1130

        　 メールアドレス
（土日、祝日を除く）  kamiinaw@d7.dion.ne.jp

(質問書は様式第２号
を使用してください。)

(１)入札参加資格(共通)

○長野県が行う入札参加停止措置を受けていない者であること。

〇長野県及び所在する市区町村に税の未納額がない者であること。（3か月以内）

〇令和５年度以前５か年間で、令和６年度鋼管外面塗覆装調査業務委託特記仕様書で
明記した調査方法と同様な調査業務を元請けとして１件以上履行した実績を有すること。

   令和6年4月24日(水)から
   令和6年5月10日(金)まで

   令和6年4月24日(水)から
   令和6年4月29日(月)まで

　下記のとおり一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令(昭和２２年政令
第１６号)第１６７条の６の規定により公告します。

入　札　公　告

令和6年4月24日

記

○地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。

契約日から令和7年1月30日

○長野県競争入札参加資格登録　営業品目14-14に登録があること

○令和６年度　調査業務委託共通仕様書第７章予定技術者の配置等の技術者を配置で
きること。

      手　続　等

設計図書の閲覧（入手）

 質問書の受付



                   注)2のとおり 長野県上伊那広域水道用水企業団

（最終回答期限） ホームページアドレス
http://kamiina-suidou.jp/

①入札書等提出開始日
（提出先）

〒399-4601

                   注)3のとおり 長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪2134-32

②入札書等提出期限 長野県上伊那広域水道用水企業団事務局

            　　午後５時１５分
                   注)4のとおり
※郵送による場合
　　一般書留、簡易書留に限る

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪2134-32

午前9時15分から 長野県上伊那広域水道用水企業団会議室

 注)5のとおり

落札予定日 注)6のとおり

入札結果の公表    落札決定者決定の翌日 注)7のとおり

   令和6年5月2日(木)まで

   令和6年5月10日(金)

   令和6年5月10日(金)

   令和6年5月13日(月)

   令和6年5月2日(木)から

入札書等の提出開始日
及び提出期限

開　札　日　時

回答の閲覧期間

   令和6年5月20日(月)

注１ 閲覧時間は、企業団の休日を定める条例(平成１８年企業団条例第３号)第１条第１項に規定する企業団の

休日を除く午前８時３０分から午後５時まで(正午から午後１時までを除く。)とします。 

 ２ 質問内容により回答の閲覧(長野県上伊那広域水道用水企業団ホームページ(以下「ホームページ」とい

う。)への掲載)に日数がかかる場合があります。ただし、最終回答期限までには回答します。 

 ３ 質問回答につきまして、応札のための積算に関わる事項をお知らせすることがありますので、当該日まで

の質問回答をご承知の上、入札書等の提出を行ってください。 

 ４ 郵送、持参にかかわらず、「８ 外封筒及び中封筒貼付け用紙」を切り抜き、商号又は名称、担当者名及

び担当者連絡先(電話番号及び FAX 番号)を記載の上、外封筒及び中封筒の両方の表面に糊で貼り付けてく

ださい。 

 ５ 開札日当日の入札案件数又は入札者数により開札時間が遅れる場合があります。 

 ６ 落札者決定予定日は、入札参加資格要件審査の状況により変更する場合があります。 

 ７ 入札結果等は、ホームページに掲載します。 

 
４ 地方自治法施行令第 167 条の 10 第 2項(最低制限価格)の適用の有無 
   この入札は、最低制限価格を設けません。              
  

５ 落札者の決定方法等 

（１）入札参加資格要件審査及び落札者の決定は、開札後に行います。 

（２）入札参加資格要件審査は、予定価格及び最低制限価格の制限の範囲内の金額で入札した者(適

合した履行がされないおそれがあると認められた者を除く)のうち最低の価格をもって入札を

したものから入札価格の低い順に実施し、入札参加資格要件を満たしている者１人が確認でき

るまで行いますので、指示のあった者は、指示があった日の翌日から起算して２日以内(休日を

除く)に、指示があった入札参加資格要件審査書類を提出してください。 

（３）落札者の決定は、審査資料の提出があった日から起算して３日以内（休日を除く)に行い、フ

ァクシミリまたは電話で連絡します。 

（４）入札参加資格要件を満たしていないことを確認された者へは、入札参加資格要件不適格通知

書(以下「不適格通知書」という)により通知します。 

不適格通知書を受理した者は、その通知の発送日の翌日から起算して５日以内(休日を除く)

に、書面により入札参加資格要件を満たしていないことの理由について説明を求めることがで

きます。 

説明を求めた者へは、書面を受理した日の翌日から起算して１０日以内(休日を除く)に、書面

により回答します。 
 



８　外封筒及び中封筒貼付け用紙
　 (点線に沿って切り取り、外封筒と中封筒の両方の表面に糊で貼り付けてください。)

                               

 
   開札日

業務名 　令和6年度　鋼管外面塗覆装調査業務委託

箇所名 　長野県上伊那郡箕輪町中箕輪沢　他　導水管路内の鋼管施設

９　入札用封筒受付票

開札日

業務名 　令和6年度　鋼管外面塗覆装調査業務委託

箇所名 　長野県上伊那郡箕輪町中箕輪沢　他　導水管路内の鋼管施設

商号又は名称

 令和6年5月13日(月)

令和6年5月10日(金)入札書等提出期限　

　 (入札書等を持参し、提出する場合で、提出したことを証する書類が必要な場合は、必要事項を記入し、切り
取って持参してください。)

入　札　用　封　筒　受　付　票

担当者連絡先(電話番号)

担当者連絡先(FAX番号)

商号又は名称

担当者名

 　　長野県上伊那広域水道用水企業団事務局　　行き

 令和6年5月13日(月)

　　〒３９９－４６０１
 　　長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪２１３４－３２

受付印

６ その他 

（１）工事費内訳書については、「工事(業務)費内訳書の提出について」をご覧ください。 

（２）開札に立会う必要はありませんが、立会う場合には開始時刻までに入室ください。 

（３）「企業団建設工事に係る一般競争入札(事後審査方式)入札心得」をご覧ください。 

 

７ 入札担当(問い合わせ先) 

 

      長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪２１３４-３２ 

   長野県上伊那広域水道用水企業団事務局 

電話 0265-79-1131  庶務係 



係

長

監

査

設
計
者

調査業務内容

1.鋼管調査工 1 式 (L= km )

2.データ解析工 1 式

金 円
円

円

円

3.2

導水管における鋼管外面塗覆装の現状確認と機能維持のため、劣化調査を計画的に行う。

変 更 増 ・減 額

設 計 額

当 初

計

消費税相当額

消 費 税 相 当 額

契 約 額

業 務 委 託 料

業 務 概 要

＝

変 更

計

×

変 更 請 負 算 出

実施設計書

長野県上伊那郡箕輪町中箕輪沢 他 導水管路内の鋼管施設

契約日 ～ 令和 7年 1月 30日

業 務 内 容

設 計 書 長野県上伊那広域水道用水企業団

業 務 名 令和6年度 鋼管外面塗覆装調査業務委託

個 所 名

履 行 期 間



費 目 工 種 種 別 細 別 単位 数量 単価 金 額 摘 要

一般調査業務費

直接調査費 式 1 明細書第1号表

間接調査費 式 1 明細書第3号表

(諸経費率対象額)

諸経費 式 1

一般調査業務費 計

解析等調査業務費

データ解析工 式 1 明細書第4号表

解析等調査業務費 計

調査業務価格 0
一般調査業務費0,000
+ 解析等調査業務費0,000
= 0,000

() km当たり金額

消費税相当額 式 1 0 10%

本工事費計 0

業 務 委 託 料 内 訳 書

調査業務価格

長野県上伊那広域水道用水企業団



１式 第1号表

名 称 品 種 形 状 寸 法 員 数
単 位
数 量

単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

鋼管調査工 km 3.2 単価表第1号表

設計協議 中間1回 式 1 明細書第2号表

計

設計協議(中間1回) 1式 第2号表

名 称 品 種 形 状 寸 法 員 数
単 位
数 量

単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

主任技術者 人 1.5

技師(A) 内業 人 1.0

技師(B) 内業 人 0.5

計

間接調査費 1式 第3号表

名 称 品 種 形 状 寸 法 員 数
単 位
数 量

単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

旅費 人 18

交通費 人 3

安全費 積上 km 3.2 単価表第2号表

施工管理費 式 1

準備費 弁室ポンプアップ 箇所 10 単価表第3号表

計

※調査日数 3,200〔m〕/550〔m /日〕= 5.82〔日〕 → 6〔日〕

データ解析工 1式 第4号表

名 称 品 種 形 状 寸 法 員 数
単 位
数 量

単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

報告書作成 データ解析含む km 3.2 単価表第4号表

経費

計

明 細 書

直接調査費 明 細 書

明 細 書

明 細 書

長野県上伊那広域水道用水企業団



550m /日 第1号表

名 称 品 種 形 状 寸 法 員 数
単 位
数 量

単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

技師(A) 外業 人 1

技師(B) 外業 人 2

普通作業員 人 3

塗覆装損傷探査機 台 1

作業車両 散水設備、発電機等含む 台 2

工具損料 式 1

計

安全費 550m /日 第2号表

名 称 品 種 形 状 寸 法 員 数
単 位
数 量

単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

交通誘導警備員B 人 4

計 550m当たり

1km当たり

準備費（弁室ポンプアップ） 3箇所/日 第3号表

名 称 品 種 形 状 寸 法 員 数
単 位
数 量

単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

普通作業員 人 1

交通誘導警備員B 人 1

水中ポンプ損料 φ50m m 1.5kw 日 1

発電機損料 ガソリン発電機 2kVA 日 1

ガソリン L 1.80

諸雑費 式 1

計 3箇所当たり

1箇所当たり

報告書作成（データ解析含む） 550m /日 第4号表

名 称 品 種 形 状 寸 法 員 数
単 位
数 量

単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

主任技術者 人 1

技師(A) 内業 人 2

計 550m当たり

1km当たり

鋼管調査工

当 単 価 表

当 単 価 表

当 単 価 表

当 単 価 表 管路等管理業務個別委託編
P16 B-1改

長野県上伊那広域水道用水企業団



令和6年度 鋼管外面塗覆装調査業務委託

図 面

番号 図 面 名

1 案内図

2 平面図(1)

3 平面図(2)

4 平面図(3)

長野県上伊那広域水道用水企業団

5 平面図(4)



工
事
名

令和6年度 鋼管外面塗覆装調査業務委託
図
面
名

案内図

尺

度
N O N E 図面番号 1

平面図(1)

平面図(2)

平面図(3)

平面図(4)

長野県上伊那広域水道用水企業団



工
事
名

令和6年度 鋼管外面塗覆装調査業務委託
図
面
名

平面図(1)

尺

度
N O N E 図面番号 2

36.2m

624.2m

103.4

477.7m

43.1
260.5

弁室 13D05

弁室 14A12

弁室 15A13

長野県上伊那広域水道用水企業団



工
事
名

令和6年度 鋼管外面塗覆装調査業務委託
図
面
名

平面図(2)

尺

度
N O N E 図面番号 3

881.3

弁室 16A14

弁室 17D06

弁室 18S04&A15

弁室 19A16

弁室 20A17

町道2号線

町道142号線

長野県上伊那広域水道用水企業団



工
事
名

令和6年度 鋼管外面塗覆装調査業務委託
図
面
名

平面図(3)

尺

度
N O N E 図面番号 4

1265.2m

弁室 21S05&A18&D07

電食防止装置

町道142号線

町道2号線

(沢上)

長野県上伊那広域水道用水企業団



工
事
名

令和6年度 鋼管外面塗覆装調査業務委託
図
面
名

平面図(4)

尺

度
N O N E 図面番号 5

168.8

6.1m

長野県上伊那広域水道用水企業団



口径 各区間延長 累計延長

(m m ) (m ) (m ) 工区名称 請負業者 工区名称 請負業者

令和6年度
鋼管外面塗覆装調査業務委託 数量計算総括表

製作接合工事 布設工事

(71.3) (水管橋左岸)

昭和63年度導水管製作接合工事（第1工区） 新日本製鐵株式会社 昭和63年度天竜川水管橋下部工工事 前田・桐野JV

36.1 36.1

株式会社宮坂組

新日本製鐵株式会社
昭和62年度導水管布設第2工区
JR軌道横断工事

三井・宮下JV(43.1) (JR軌道)

103.4 617.2

477.7 513.8

昭和62年度導水管製作接合工事（第2工区）

昭和62年度導水管製作接合工事（第1工区） 川崎製鉄株式会社 昭和62年度導水管布設工事（第1工区）

260.5 877.7 住友金属工業株式会社 平成元年度導水管布設工事（第2工区その1）工事

(6.1)
(浄水場内
調査除外）

φ800

平成元年度導水管製作接合工事（第2工区）

日本水道・鈴建JV

平成元年度導水管製作接合工事（第2工区）

1265.2 3,024.2 昭和61年度導水管製作接合工事 丸誠重工業株式会社 昭和61年度導水管布設工事 佐藤・原JV

168.8 3,193.0

881.3 1,759.0

計 3,193

（3.2ｋｍ）

住友金属工業株式会社 平成元年度導水管布設工事（第2工区）その2工事 飛鳥・清水JV

長野県上伊那広域水道用水企業団



令和年６度 調査業務委託 共通仕様書 i

令和 6年度

調 査 業 務 委 託

共 通 仕 様 書

長野県上伊那広域水道用水企業団

令和６年３月



令和６年度 調査業務委託 共通仕様書 i
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第 1 章 総 則

長野県上伊那広域水道用水企業団が、令和６年度に実施する調査業務委託における共通仕

様書を定め、個別の業務条件等詳細はそれぞれの特記仕様書に基づくものとする。

1-1-1 業務目的

長野県上伊那広域水道用水企業団(以下、「企業団」「発注者」と呼ぶ。)は、企業団の用水

供給開始から30年が経過し、将来における施設更新について令和３年度に「管路(導水管、

送水管、調整槽、ポンプ場)等施設及び箕輪浄水場施設更新基本計画(概略)設計業務委託」

を行い、更新計画、既存施設の長寿命化、管路等の調査についてまとめた。

その中で、当面更新が先となる溶接鋼管の被覆材の劣化調査や水管橋や各調整槽も流量計

室でのC/Sマイクロセル腐食に対しての調査を行い腐食等劣化の状況に応じて必要な措置を

講ずることで現状の施設の長寿命化を図ることが報告された。

それに基づいて今年度、それぞれの調査業務を実施することとなった。

これらの調査業務委託では、柔軟かつ高度な発想力・調査能力、豊富な経験等を有する事

業者（以下「受注者」と呼ぶ。）を選定するために、本共通仕様書と個別の特記仕様書で手

続き等を定めるものである。

1-1-2 共通仕様書の適用

本業務は、本共通仕様書に従い施工しなければならない。ただし、特別な仕様について

は、個別の特記仕様書に定める仕様に従い施工しなければならない。

1-2 法令等の遵守

受注者は、業務の実施にあたり、関連する法令等を遵守しなければならない。

1-3 中立性の保持

受注者は、常に調査業務者としての中立性を保持するよう努めなければならない。

1-4 秘密の保持

受注者は、業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。

1-5 公益確保の責務

受注者は、業務を行うにあたっては、公益の安全、環境そのほかの公益を害することの

ないように努めなければならない。

1-6 提出書類

受注者は、業務の着手・完了にあたって、発注者の契約約款に定めるもののほか、入札

公告に記載のある入札参加に必要な関係書類と以下の書類を提出しなければならない。
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（１）業務着手届

（２）業務工程表

（３）会社概要 様式 1

上記書類に添付資料として

①商業登記簿謄本(登記事項証明書 公告日以前三ヶ月以内 写し可)

②定款

③令和５年度以前の10年間で、発注者と同様な調査業務内容もしくは類似業務の

実績で代表的な業務の資料の提出

（４）管理技術者届及び業務経歴書、３ヶ月以上の直接かつ恒常的な雇用関係を証明す

るものの写し 様式2-1

（５）照査技術者届及び業務経歴書 ３ヶ月以上の直接かつ恒常的な雇用関係を証明す

るものの写し 様式2-2

（６）担当技術者届及び業務経歴書 ３ヶ月以上の直接かつ恒常的な雇用関係を証明す

るものの写し 様式2-3

なお、主となる担当者が複数業務に携わる場合は様式2-3を複写してそれぞれ

の担当者の調書を提出すること。

（７）業務実施計画書

（８）各種承認・承諾事項に関する図書等

（９）協議書（必要に応じて）

（10）業務完了届

（11）成果品

（12）業務委託料請求書

（13）そのほか監督員の指示する書類等

なお、承認された事項を変更しようとするときは、その都度承認を得なければならない。

1-7 工程管理

受注者は工程に変更が生じた場合、速やかに変更工程表を提出し、発注者と協議しなけれ

ばならない。また、発注者の指示に従い業務進捗状況について定期的に書面にて報告をする

こと。

1-8 成果品の審査

（1）受注者は、業務完了時に発注者の成果品審査を受けなければならない。

（2）発注者の審査において訂正を指示された箇所は、直ちに訂正しなければならない。

（3）業務完了後において、明らかに受注者の責めに伴う業務の暇疵が発見された場合、受

注者は直ちに当該業務の修正を行わなければならない。
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1-9 引渡し

業務の完了に伴う成果品の審査に合格後、本共通仕様書及び特記仕様書に指定された提

出図書一式を納品し、発注者検査員の検査をもって業務の完了とする。

1-10 暇疵の責任

成果品納品後、受注者の責めによる調査不備あるいは違算等の瑕疵が判明し、修正の必

要が生じた場合は、受注者の責任において速やかに修正対応しなければならない。

1-11 第三者被害

調査及び測量等にあたり、第三者に被害を与えた場合は、受注者の責任において補償

しなければならない。

1-12 疑義の解釈

本共通仕様書、個別特記仕様書に定める事項について疑義を生じた場合、または定め

のない事項については、発注者、受注者の双方の協議によるものとする。

1-13 関係官公庁等との協議

受注者は、関係官公庁等と協議を必要とするとき又は協議を受けたときは、誠意をも

ってこれにあたり、その内容を遅滞なく報告しなければならない。

1-14 証明書の交付

必要な証明書及び申請書の交付は、受注者の申請による。

第 2 章. 調 査

2-1 現地調査

受注者は現地を調査し、発注者が所持している業務に関する関係書類等に基づき、下記

事項について、確認しておかなければならない。

（1）地形

用地境界、周囲の状況、地盤高、排水の状況、周辺道路状況、通信、電気系統の経路等。

（2）既存施設

既存施設の方式、規模、水位、劣化度（目視）、接続箇所の位置、補強箇所の位置等。

（3）その他調査に必要な事項

2-2 土地の立ち入り

調査については、公有地内で実施することを原則とする。私有地に立ち入る必要がある

場合は、住民との紛争等を起こさぬよう十分注意しなければならない。
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2-3 事故の処理

受注者は、業務遂行中に事故等が発生した場合は、直ちに発注者に報告しその指示を受

けなければならない。

第 3 章. 調査業務一般

3-1 一般的事項

（1）業務の実施にあたって、受注者は発注者の担当者と密接な連絡を取り、その連絡事項

をその都度記録し、打ち合わせ時に相互に確認しなければならない。

（2）業務着手時及び業務の主要な区切りにおいて、受注者と発注者は打ち合わせを行うも

のとし、受注者はその結果を記録し相互に確認しなければならない。

3-2 調査基準等

調査にあたっては、発注者の指定する図書及び本仕様書「第5章 準拠すべき図書」に基

づき、業務を行わなければならない。

3-3 調査業務上の疑義

調査業務上疑義の生じた場合は、受注者は発注者の担当者と協議の上、これらの解決に

あたらなければならない。

3-4 調査業務の資料

受注者は、調査業務の根拠、図面、資料等はすべて明確にし、整理して発注者に提出し

なければならない。

3-5 参考資料の貸与

発注者は、業務に必要な関係図書、資料等を所定の手続きによって貸与する。

3-6 参考文献等の明記

受注者は、業務に文献その他の資料を引用した場合は、その文献名、資料名を明記しな

ければならない。

第 4 章. 審 査

4-1 審査の目的

受注者は、業務を施工する上で技術資料等の諸情報を活用し、十分な比較検討を行うこと

により、業務の高い質を確保することに努めなければならない。さらに審査を実施し調査業

務資料・成果報告書に誤りがないように努めなければならない。
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4-2 審査の体制

受注者は、遺漏なき審査を実施するため、調査業務に精通した者を配置し、特記仕様書等

の内容を満足するなど調査業務内容について、社内の審査を受けなければならない。

配置技術者については別項で定める。

4-3 審査事項

受注者は、業務全般に求められる業務内容を満足し、総合的に適切性を審査し報告書に審

査結果等を添付すること。

また、今後必要な調査、工事等の概算事業費の算定について等を提出すること。

第 5 章. 関連法令等及び準拠すべき基準、指針等の図書

業務は、下記に掲げる法令規格等の最新版に準じて行うものとする。

1) 関連法令等

(1) 水道法

(2) 建設業法

(3) 廃棄物の処理および清掃に関する法律

(4) ダイオキシン類対策特別措置法

(5) 騒音規制法

(6) 振動規制法

(7) 消防法

(8) 建築基準法

(9) 労働基準法

(10) 労働安全衛生法

(11) 職業安定法

(12) 労働者災害補償保険法

(13) 電気事業法

(14) 都市計画法

(15) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律

(16) 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律

(17) エネルギーの使用の合理化等に関する法律

(18) その他関係する法律・命令・条例・規則・要綱および通知等

2) 準拠すべき基準、指針、図書

（1）水道施設設計指針（日本水道協会）

（2）水道施設耐震工法指針・解説（日本水道協会）

（3）水道維持管理指針（日本水道協会）
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（4）水道事業実務必携（全国簡易水道協議会）

（5）コンクリート標準示方書、同解説設計編（土木学会）

（6）コンクリート標準示方書、同解説耐震設計編（土木学会）

（7）鉄筋コンクリート構造設計基準（日本建築学会〉

（8）既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準、改修設計指針、同解説（日本建築防災

協会）

（9）鋼製石油貯槽の構造（JISB8501）

（10）容器構造設計指針・同解説（日本建築学会）

（11）水道の耐震化計画等策定指針（水道技術研究センター）

（12）水道の地震対策マニュアル（水道技術研究センター）

（13）新水道ビジョン（厚生労働省健康局）

（14）水道事業ガイドライン（日本水道協会）

（15）水道施設機能診断の手引き（水道技術研究センター）

（16）水道施設更新指針（日本水道協会）

（17）水道事業におけるアセットマネジメント（資産管理）に関する手引き（厚生労働省健

康局）

（18）コンクリート構造物の耐久設計指針（案）（土木学会）

（19）非破壊試験を用いた土木コンクリート構造物の健全度診断マニュアル（土木研究所、

日本構造物診断技術協会）

（20）コンクリート土木構造物の補修マニュアル（日本塗装工業会）

（21）電気設備工事共通仕様書（（一社）公共建築協会）

（22）電気設備工事施工監理指針（（一社）公共建築協会）

（23）公益社団法人日本水道協会 規格、仕様

（24）その他規格、基準、仕様書、指針、行政機関の指示・指導、長野県建設工事共通仕様書

第 6 章 調査業務概要

6-1 調査業務名称(共通仕様書が適用される調査業務委託等)

それぞれの特記仕様書に明記

6-2 業務対象施設及び業務内容

それぞれの特記仕様書に明記。

当初調査業務等に含まれていない業務については、企業団と受注者の協議によって補完

するものとする。

ただし、調査業務作業にあたり生じた業務量増加のうち、軽微な変更と認められる内容

については受託者の負担とする。
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6-3 調査業務実施場所

長野県上伊那広域水道用水企業団が管理する、管路施設(導水管、送水管、水管橋、調整

槽、流量計室)

6-4 業務期間

公告書及び契約書の期日まで

6-5 契約候補者の選定方法

一般競争入札方式とし契約相手を選定する。

第 7 章 予定技術者の配置等

7-1-1 予定技術者の配置について

長野県上伊那広域水道用水企業団が令和 5 年度に予定している調査業務委託についての

配置予定技術者は、落札予定者が通知を受けたら、調書を速やかに提出すること。

7-1-2 管理技術者と照査技術者、担当技術者の資格要件について

① 管理技術者 該当の調査業務を 10 年以上の経験を有すること

② 照査技術者 該当の調査業務を 5 年以上の経験を有すること

③ 担当者技術者 該当の調査業務を 3年以上の経験を有すること

詳細について必要があれば特記仕様書にそれぞれ追記するので参照のこと。

第 8 章 一般競争入札参加に関する留意事項

8-1 公正な入札参加の確保

一般競争入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和 22 年

法律第 54号）等に抵触する行為を行ってはならない。

8-2 日程等手続きについて

発注者は箕輪浄水場内の掲示場所において公告し、ホームページに掲載した詳細事務手

続き日程によって行う。

8-3 使用言語、単位等

共通仕様書及び特記仕様書で使用する言語は日本語、単位は計量法（平成 4 年法律第 51

号）に定めるもの、通貨は日本円、時刻は日本標準時とする。

8-4 選定等の日程及び問合せ先

問い合わせは、郵送を基本とする。
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様式-3 による質問の書類の送付先

〒399-4601

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪 2134-32

長野県上伊那広域水道用水企業団

TEL 0265-79-1131 FAX 0265-79-1130

代表メール E-mail : kamiinaw@d7.dion.ne.jp

共通仕様書、特記仕様書関係の質問等の担当者 管理係長 竹内

入札、契約手続きに関する問い合わせ担当者 事務局次長兼庶務係長 山口

8-5 資料閲覧

今回の業務委託に対して事前の資料閲覧の期間は設けない。

8-6 現地見学会

今回の業務委託に対して現地見学会は開催しない。

8-7 質問の受付

日程及び問合せ期間については、入札公告に記載のとおり。

8-8 質問への回答について

回答は質問者に対し回答し、他の業者の見積もりに必要な回答である場合、ホームページ

で回答を公表する。

第 9 章 契 約

9-1 契約の締結

長野県上伊那広域水道用水企業団は、契約候補者と選定された者が提出した関係種類、配

置技術者の資格を証明する写し等を確認した上で、本事業の契約を締結する。

第 10 章 提出書類

10-1 入札後契約候補者となった時の必要な提出書類等

入札公告、共通仕様書及び関係する特記仕様書に記載された関係書類を期限までに郵送も

しくは持参して提出すること。

また、受注者は、業務の着手及び完了にあたって、発注者の契約約款に定めるもののほか、

以下の書類を提出しなければならない。

様式 1 会社概要及び添付資料を含む

（１）業務着手届

（２）業務工程表

書類の送付について、左記 FAX、E－mail

にて送信した旨等電話連絡し、後日郵送で

書面を送付して下さい。

企業団からの連絡がつく FAX、E－mail

担当者氏名も記入してください。
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（３）担当技術者届及び経歴書 (様式 2-1 とは別に提出)

（４）管理技術者届及び経歴書 (様式 2-2 とは別に提出)

（５）照査技術者届及び経歴書 (様式 2-3 とは別に提出)

（６）業務経歴書

（７）業務実施計画書

（８）各種承認・承諾事項に関する図書等

（９）協議書（必要に応じて）

（10）業務完了届

（11）成果品

（12）業務委託料請求書

（13）その他監督員の指示する書類等

なお、承認された事項を変更しようとするときは、その都度承認を得なければならない。

※監督員と協議の上、様式 1、様式 2-1、2-2、2-3、様式 4 の提出書類は省略する

ことができる。
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様式１ 会 社 概 要

令和 年 月 日現在

会 社 名

本社所在地

設立年月日

資 本 金 円

年間売上高 千円 （ 年 月～ 年 月）

従 業 員 数 人 （うち障がい者の数 人）

主な事業内容

会社の特色

本業務担当部署

担当部署所在地

担当部署の本業

務従事技術者数

その他特記事項

※添付資料 商業登記簿謄本（登記事項証明書）（公告日以前３ヶ月以内のもの）（写し可）、定款

※令和５年度以前10年間で、各設計業務、耐震診断業務、耐震補強設計業務等の業務内容と同様

もしくは類似業務実績で代表的な業務内容を記載すること
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様式２-１ 配 置 予 定 管 理 技 術 者 の 調 書

令和 年 月 日現在

管理技術者氏名 生年月日

現所属・役職名： 職種

保有資格（資格の種類＜部門・分野＞、登録番号、取得年月日）

資格の種類（部門・分野） 登録番号 取得年月日

学歴

職歴 実務経験年数

年

業務経歴

（年度） （業務） （担当） （発注者）

関連業務経験年月数：

（水道施設） 年 月，（類似施設） 年 月

※添付資料 保有資格者証等を証明するもの（３ヶ月以上の直接かつ恒常的な雇用関係を証明

するもの）の写し
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様式２-２ 配 置 予 定 照 査 技 術 者 の 調 書

令和 年 月 日現在

照査技術者氏名 生年月日

現所属・役職名： 職種

保有資格（資格の種類＜部門・分野＞、登録番号、取得年月日）

資格の種類（部門・分野） 登録番号 取得年月日

学歴

職歴 実務経験年数

年

業務経歴

（年度） （業務） （担当） （発注者）

関連業務経験年月数：

（水道施設） 年 月，（類似施設） 年 月

※添付資料 保有資格者証等を証明するもの（３ヶ月以上の直接かつ恒常的な雇用関係を証明

するもの）の写し
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様式２-３ 配 置 予 定 担 当 技 術 者 の 調 書

令和 年 月 日現在

担当技術者氏名 生年月日

現所属・役職名： 職種

保有資格（資格の種類＜部門・分野＞、登録番号、取得年月日）

資格の種類（部門・分野） 登録番号 取得年月日

学歴

職歴 実務経験年数

年

業務経歴

（年度） （業務） （担当） （発注者）

関連業務経験年月数：

（水道施設） 年 月，（類似施設） 年 月

※添付資料 保有資格者証等を証明するもの（３ヶ月以上の直接かつ恒常的な雇用関係を証明

するもの）の写し

担当者が、複数いる場合は様式２－３を複写してそれぞれの担当者の調書を提出すること
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様式３ 設 計 業 務 に 関 す る 質 問 書

令和 年 月 日

長野県上伊那広域水道用水企業団

企業長 白 鳥 政 徳 様

業 務 名「 」

に関する内容について、以下のとおり質問を提出します。

会 社 名

質 問 内 容

注 1）質問は、簡潔かつ具体的に記入すること。

注 2）質問は、本様式 1 枚につき 1 件とする。質問が複数ある場合は、本様式を複写して用い

ること。
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様式４ 業 務 委 託 内 訳 書

費 目 工 種 種 別 細 別 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

その他原価 1 式

1 式

※※消費税相当額※※

※※※業務費計※※※

一般管理費

※※業務価格※※

業務原価

直接業務費

間接原価

令和６年度 業務委託

業 務 委 託 内 訳 書
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１．業務概要

1-1．業務目的

本特記仕様書は、長野県上伊那広域水道用水企業団（以下「企業団」という。）が令和３年

度に行った「管路(導水管、送水管、調整槽、ポンプ場)等施設及び箕輪浄水場施設更新基本計

画(概略)設計業務委託」の報告書に基づいて、導水管及び送水管の鋼管外面塗覆装の劣化調

査を計画的に行い、調査結果によって今後の必要な措置を検討することを目的とする。

本業務を受注する事業者（以下「受注者」という。）に求める特記仕様書である。受注者が

実施しなければならない最低限の業務内容を定めるものであるとともに、受注者が事業内容

について理解を深め、より具体的な検討を加えるための技術資料を提供するものである。

1-2．委託名称

令和６年度 鋼管外面塗覆装調査業務委託

1-3．業務場所

導水管路内の鋼管施設

1-4．履行期限

本業務の履行期限は、契約締結日より、令和７年１月３１日までとする。

1-5．調査業務理念

本調査業務委託の受託者(以下「受注者」 という。) は、発注者の意図及び目的を十分理解した

上で経験豊富な技術者を定め、 かつ適切な人員を配置して最高技術を発揮できるよう努力するとと

もに、正確丁寧にこれを行わなければならない。

1-6．調査成果品に対する責任の範囲

業務完了後といえども誤測、不備等が発見された場合は速やかに図書の訂正をしなければな

らない。なお、これに要する経費は受注者の負担とする。

1-7．成果品の管理及び帰属

成果品の管理及び帰属はすべて発注者とし、受注者が成果品を公表することについては一切認め

ない。

1-8．納期

受注者は履行期限を厳守し、 成果品を納入しなければならない。

なお、納期内であっても業務のうち完成したものについては、発注者から提出を求める場合は、

誠意をもって対応すること。
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1-9．調査業務内容

本委託においては、次の業務内容を行うものとする。

なお、調査数量については、数量総括表によるものとする。

1)鋼管調査工

空気弁や仕切弁等に通電用の信号発信器を取り付け、 地表面の受信装置を用いて電位差を測定

する。なお、 解析する上で必要な調査は適宜実施すること。

2) データ解析工

調査業務により得た測定データを基に鋼管外面塗覆装損傷部の検出位置及び損傷面積等を解析し

調査報告書を作成する。なお、報告書には以下を含むものとする。

① 測定データ

② 検出位置図(オフセット図含む)

③ 損傷面積と老朽度のランク付け

④ 調査中の写真

⑤ その他

また、業務目的を達成するために、必要な設備・業務等については、本書に記載のないもの

であっても、本業務を受注する受注者の責任において完備するものである。

1-10．調査方法

調査名称: 非開削工法による

塗覆装損傷検査

工法概要イメージ:地表の位 V0 と電位の傾き

V0’は図１のようになる。ここで適当な間隔をお

いた2 つの車輪電極をもつ電位差計で地表の

電位差を連続的に測定すれば、電位の傾き

V0’に近似した曲線が得られ、この極性が逆

転する点を探し出すことにより塗覆装損傷部

の検出を行う。

1-11．調査箇所及び延長

R６年度非開削工法による塗覆装損傷検査

工区名称 管種 延長 m

天竜川水管橋（西側）から箕輪浄水場まで

昭和 63 年度天竜川水管橋下部工 SPφ800 36.1

昭和 62 年度第 2工区 JR 軌道横断 SPφ800

581.1

(JR 軌道

43.1ｍ除く)

平成元年度（第 2工区その 1） SPφ800 260.5

昭和 62 年度（第 1 工区） SPφ800 881.3

図 1 塗覆装損傷の検査原理
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昭和 61 年度導水管布設工事 SPφ800 1265.2

平成元年度（第 2工区）その 2 SPφ800 168.8

導水管 天竜川水管橋西側 計 3193

２．業務内容

2-1．協議事項

令和 3 年度「管路(導水管、送水管、調整槽、ポンプ場)等施設及び箕輪浄水場施設更新基

本計画(概略)設計業務委託」の報告書で示された鋼管外面被覆材劣化について調査箇所、調

査条件等条件を整理する。

2-2．業務計画書について

本業務内容は、以下の項目のとおりとする。

①実施方針、実施工法、実施工程

②鋼管塗覆装劣化の判定と対策工法について

③業務管理体制及び連絡先

④その他必要事項

2-2-1．資料収集と確認整理

(1) 資料の収集

受注者は、施設の現況把握を行うために診断に必要な設計条件等に係る資料収集を行う。

① 施設の名称、所在、用途、設計・施工年度、設計者、施工者等

② 施設の構造規模、構造形式

③ 施設の設計図書、竣工図書、土質調査資料等

(2)貸与図書等

①業務実施に際し、受注者には監督員から業務遂行上必要な完成図書等を貸与するが、そ

の使用にあたっては丁寧に取り扱い、損傷・紛失等のないようにし、業務完了後は速や

かに返却することとする。また、秘密保持義務のもと、それらの内容をコピーし、他に

漏らしてはならない。

②借用・返却の際は、借用書・返納書等をもって行うこと。

③損傷・紛失した場合の責任は受注者において誠意ある対応をすること。

2-2-2．現地調査

(1) 受注者は、設計図書に示された設計対象施設の現地踏査を行い、施設の稼働状況や施

工時の支障物等について、現地状況を十分把握する。

2-2-3．設計協議

調査業務に関する打ち合わせは、業務着手時、中間時１回、成果品納入時の計３回行うもの

とするが、関係機関協議及びその資料作成も含まれるとする。受注者は毎回打ち合わせ議事

録を作成して内容の確認を行う。
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2-2-4．安全確保

(1) 受注者は、 労働基準法、労働安全衛生規則その他関係法令に従い、作業員の監督、風紀、衛

生上の取締り並びに火災、盗難、の他事故防止について十分注意しなければならない。

(2) 調査箇所は常に整理整頓し、調査を終了した時はその部分ごとに後片付け清掃を行い、清潔

さを保持するよう努めなければならない。

(3) 調査箇所を明示する標識及び現場の安全維持に必要なすべての設備を設けなければならな

い。

2-2-5．交通の安全確保

(1) 受注者は、「道路工事保安施設設置基準」 (国土交通省) に基づき適切な交通管理を行い、安

全確保に万全を期さなければならない。

(2) 調査工において配置する交通誘導員は、下表のとおりとする。

※「交代要員なし」 とは、 休憩・休息時間については交通整理を行わない場合

2-2-6．その他

(1) 既設図面等の確認のほかに充分な現地調査を実施し、現状に即した検討を加えたうえ、

調査業務を行うこと。

(2) 本業務の実施にあたり生じた業務量増加のうち、軽微な変更と認められる内容につい

ては受注者の負担とする。

(3) 原則として土・日曜日、祝祭日の現地調査は行わないこと。

(4) 現地調査時間は、原則として平日昼間(9:00～17:00)とする。

(5) 受注者は、 所轄の警察署において道路使用許可書を取得し作業を行うこと。 また、取得

した道路使用計画書は発注者へ写しを提出すること。

(6) 既存施設に損傷を与えた場合は、 損害に応じた補償を求めることがある。

(7) 調査に関する書類等を監督職員から要求された場合は、 遅滞なく提出すること。

３．照査

照査を担当する者は、次に示す事項を標準として照査を行う。

（1）調査条件等の確認と調査結果に基づく、鋼管外面塗覆装損傷部について照査を行う。

(2) 鋼管外面塗覆装損傷部について必要な防護工法等の提案の概算費用について照査を

行う。

４．業務管理

業務担当者は、次に示す事項を標準として受託業務の技術管理等を行う。

（1）業務委託全体の業務工程管理の確認

とくに施設を稼働しながらの調査については、調査の目的に対応した情報が、得ら

れているか確認を行う。

配置箇所 交通誘導員 作業区分 備考 期間

公道上の

1 調査区間

4 人/箇所 昼間作業 交代要員なし※ 調査日数
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（2）業務内容の段階的確認

（3）共通仕様書・特記仕様書に記載されていない事項であっても、発注者側が技術的及び

財政的観点から必要とする助言等を行う。

５．完成検査等

受注者は、業務完了時に企業団の完成検査を受けなければならい。また、検査時に訂正・

修正を受けた場合、直ちにその作業を行うとともに、成果品納入後においても、受注者に責

があると認められる瑕疵が発見された場合、直ちにその修正等を行わなければならない。

６．成果品

（1）基本事項

成果品の作成にあたっては、編集方法及び作成部数等についてあらかじめ監督員と協議を

行う。

（2）成果品の構成

提出すべき成果品とその部数については、原則として以下のとおりとする。

ただし、イからキまでを報告書に綴じ込むものとする。

必要に応じ分冊も監督員と協議の上で可とする。

ア.調査業務報告書 Ａ４版 ２部

イ.各種調査結果書 報告書に編集

ウ.議事録 報告書に編集

エ.そのほか参考資料 報告書に編集

オ.上記書類の電子媒体（ＣＤ－Ｒ等） 報告書に編集

カ.協議書（必要に応じて） 報告書に編集

キ.関係機関協議資料 報告書に編集

※ 図面電子データについては、汎用性のある CAD、JPEG とし、その他計算書類は Word・

Excel の他、特殊なソフトを使用する成果物は PDF 等による。

７．関係法令等の遵守

本調査業務の実施に当たっては、令和６年度 調査業務委託共通仕様書の第５章の関連法

令等及び準拠すべき基準、指針等の図書と同様とする。

なお、関係法令等は契約時の最新版を使用すること。

８．基準、指針、仕様等

本調査業務の実施に当たっては、令和６年度 調査業務委託共通仕様書の第５章の関連法

令等及び準拠すべき基準、指針等の図書と同様とする。

なお、基準、指針、仕様、手引き等は、公告時点の最新版を使用すること。

９．配置技術者の要件

令和６年度 調査業務委託共通仕様書の第 7 章予定技術者の配置等について記載した要

件を満たした者を配置すること。
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１０．入札等の日程

10-1．各種手続きスケジュール

発注者は箕輪浄水場内の掲示場所において公告しホームページに掲載した詳細事務手続き

日程によって行う。

10-2．問合せ等について

①書類の送付先 郵送を基本とします。

質問書は、共通仕様書様式-３にて提出してください。

共通仕様書、特記仕様書の内容等についての質問等の担当者 管理係長 竹内

入札、契約手続きに関する問い合わせ担当者 事務局次長兼庶務係長 山口

②書類の送付について、FAX、E－mail にて送信した旨等電話連絡し、後日郵送で書面を送

付してください。

企業団からの連絡がつく FAX、E－mail 担当者氏名も記入してください。

住 所

〒399-4601

長野県箕輪町大字中箕輪 2134-32

長野県上伊那広域水道用水企業団 管理係長 竹内

TEL 0265-79-1131

FAX 0265-79-1130

代表メール E-mail : kamiinaw@d7.dion.ne.jp


